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  令和２年第３回教育委員会会議録 

 

日   時  令和２年３月５日（木）16時30分開会 15時20分閉会 

場 所 教育長室 

出 席 委 員 

教育長  佐々木    智 

委 員  荒 井  由紀恵 

委 員  橋 場  正 人 

委 員  吉 村  恭 子 

欠 席 委 員 委 員  佐々木  義 朗 

事務局職員 

教育部長        澤 田    徹 

教育部次長       千 田  義 彦 

教育部学校指導室長   小 松  義 幸 

企画総務課長      伊 藤  樹 美 

学校教育課長      髙 橋  裕 輔 

学校指導課長      大 西  智 彦 

書 記 企画総務課総務係長   田 中  稔 大 

議 題 及 び 
議事の概要 

 別紙のとおり 
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１ 第３回教育委員会会議付議事件及び結果表 

 

令和２年３月５日（木）16時30分開会 

17時20分閉会 
 

事件番号 件    名 議決結果 

議案第１号 教職員の異動内申について 原案可決 

報告第１号 
小中学校等における新型コロナウイルス感染症への

対応について 
報告済 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開会） 

それでは、令和２年第３回教育委員会会議を開催いたします。 

本日は議事を１件、報告事項に「小中学校等における新型コロナウイルス

感染症への対応について」ということで追加をしております。 

それから、議案第１号は人事に関する議事であるため、秘密会にしたいと

いうことで考えておりますが、よろしいでしょうか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように取り扱いたいと思います。 

日程２ 会議録の承認について、お願いします。 

 

令和２年２月26日に開催されました令和２年第２回教育委員会会議は、議

案が３件、報告が５件ございました。 

議案につきましては、議案第１号 千歳市議会第１回定例会教育行政執行

方針及び教育行政報告について、議案第２号 令和元年度一般会計補正予算

（教育費関係予算）について、議案第３号 千歳市立学校設置条例の一部を

改正する条例の制定について、原案のとおりご決定いただいております。 

また、報告につきましては、報告第１号 北陽小学校分離校の基本設計（案）

について、報告第２号 令和元年度ハイパーＱＵ検査（11月実施）の結果に

ついて、報告第３号 コミュニティ・スクールの取組状況について、報告第

４号 令和２年度公益財団法人千歳青少年教育財団事業計画及び予算につい

て、報告第５号 令和２年千歳市成人式「はたちのつどい」の実施結果につ

いて、報告済みとさせていただいております。 

以上でございます。 

 

会議録の承認の件は、よろしいでしょうか。 

（一同了承） 

続きまして、日程３ 教育長の報告です。 

前回の２月26日の段階で、新型コロナウイルス対応として、学校を２月27

日から３月４日まで休校するという状況でありました。その後、２月27日に

安倍首相が全国の小中高校までを春休みまで休校にするということを表明さ

れて、次の日に道教委を通じて通知がありました。28日の夕方には、北海道

が緊急事態宣言を出しまして、状況が刻々と変わっております。 

さらに今週の月曜日には、休校にした場合でも分散登校という形で、登校

日を設けようという考え方が出てきておりますが、それも２転３転して、実

施時期については、まだ決定はしておりませんが、基本的には実施をしてい

きたいということでございます。 

このように、日々刻々と色々な事が変わって対応している状況ですけれど

も、対応については、適宜情報提供をしてまいりたいと思っておりますので、

２ 議題及び会議の概要 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします。教育長の報告は以上でございます。 

それでは、日程４ 議案に入ります。 

議案第１号 教職員の異動内申について、事務局から説明をお願いします。 

 

＜秘密会につき会議録省略＞ 

 

それでは提案どおり決定させていただきます。 

続きまして、日程５ 報告に入ります。 

報告第１号 小中学校等における新型コロナウイルス感染症への対応につ

いて、説明をお願いします。 

 

（小中学校における新型コロナウイルス感染症への対応について、議案書に

沿って説明） 

 

（社会教育施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、議案

書に沿って説明） 

 

先ほどの児童登校日について、補足させていただきます。 

今週の月曜日にそういう話が出て、具体的に１回60分などが示されて、そ

れに基づいて市の教育委員会としても、実施した方が良いだろうということ

で校長会を開催して提示をしました。そのタイミングで、厚生労働省の専門

家会議の見解が出て、その時に、例えば940人くらい罹患者がいるはずだとか、

若い年齢層が罹患しているけれども症状が出ないまま移動して拡散している

のではないかとか、そういう話が出たものですから、知事も道教委の教育長

も基本的には分散登校をやるべきとの考えはあるのですが、一方で、そのよ

うな見解が出て休校させているのに、登校日を設けるのはどうなのかという

ような意見が、特にSNS上であがっていて、そこに少し懸念があったので、再

度きちんと意見を聞いてみようということで、保留状態になっています。 

３月９日の月曜日に道教委の教育長とそれぞれの教育局の局長がテレビ会

議で話をして、それぞれの地域から意見を吸い上げておいて、おそらく、そ

の会議で実施しましょうという話になると思うのですが、その後に通知が出

て、学校を通して具体的なことを知らせていくような流れになると思います

ので、実施については、来週の半ばくらいになるかなと思っています。 

そこはまだはっきり決まっていないので、また２転３転するようなことも

あり得ますし、それから緊急事態宣言で、週末の過ごし方も、先週は出来る

だけで外出を控えるようにとされましたが、今週末はどうするかというのも

おそらく出てくるものと思います。 

新聞などを見ると少しは緩くなったということも出ていますけれども、専
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荒井委員 

 

 

 

学校指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒井委員 

 

 

教育長 

 

 

 

吉村委員 

 

 

 

荒井委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

門家の見解を受けて一定程度のものは緩くするのかというのはあると思いま

すが、それを受けて、週末の要請も毎週ごとに変わってくると思います。 

そのような状況ですので、卒業式をどのように実施できるかという部分は

まだ確定しておりません。 

それでは、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

卒業式は実施する方向ではあると思うのですが、実施する場合は、小学校

も中学校も同じ形式ですか。ある学校は体育館、ある学校は教室内で行うと

か、それはバラバラですか、市内で統一させるのですか。 

 

バラバラです。学校によって規模も違いますし、大きい規模の学校は、学

級ごとに時刻を変えて入ったり、学級を２つの教室に分けたり、規定で目安

として２ｍずつ離すというような書き方をされている部分もあるので、学校

ごとに工夫をして、玄関のホールがあるところは、玄関のホールに留めてそ

のまま下校させるとか、それぞれの学校の環境とか規模によって、それぞれ

で工夫されたものが、計画として教育委員会には届いているというような状

態です。決まっていないのは日付だけという状態で、かなり練り込んでいる

ような、感染防止をかなり考えてやっていただいているような状況です。 

 

中学校は13日が卒業式ですから、どうなるかというのは、もうギリギリの

ところですよね。 

 

卒業式については、通知が既に出てきていますので、９日の結論とは直接

関係のない別の話となりますが、そこに影響するかどうかということにはな

ります。 

 

高校でも卒業式はいろいろありましたね。実施しない、体育館で代表だけ、

各教室に校長が回って配った、テレビで挨拶した、などのいろいろな方法が

あったようで、全部、学校で判断したそうです。 

 

保護者の立場で言うと、高校生は携帯電話などで自分たちで写真を撮った

りできるのですが、小中学生は、やはり親御さんの思いも強いので、例えば、

玄関に卒業式の看板が一つあると、参加できないけどその前で子どもの写真

を撮りたいとか、そういうことで保護者が詰めかけるとかもあるのかなとか

思います。何か写真とかそういった思い出で、学校側でいろいろ配慮してい

ただければ保護者もありがたいと思うのですが、何かありますか。 

 

写真については、例えば、写真屋さんを入れても良いかとか、そのような



 6 

 

 

 

学校指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒井委員 

 

 

 

学校指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校からの問いはありましたので、そこで何か考えていただくとか。 

具体的に何か計画であがっていましたか。 

 

写真屋さんに入っていただいて、それを後で配るというのはありました。 

あとは各校の取組計画で、これも実施要領を大幅に変更していますので、

保護者の問い合わせに対して教育委員会でも対応できるように、実施要領が

出来た学校から、順次いただいている状況にありますが、中を見ると記録用

に撮影した映像を編集して、家庭毎に１枚ずつ職員がDVDに焼いて、後日配布

をしようという取組を考えているところもあれば、実現可能か模索をしてい

るところではあるのですが、ホームページ上に一定期間撮影したものを載せ

ようというところもあります。ただ、映像では個人が識別できることにもな

りますので、セキュリティの情報、パスワードとかIDをきちんと配って、管

理をしっかりするようにしたうえで、動画のダウンロードは出来ないように

するとか、そういう条件をクリアして載せることは出来ないのかということ

は、内部で今検討をしているところです。 

学校でも、様々、出来ることはなるべくしてあげたいとは思っているとこ

ろであり、そのような状況に今ありまして、まったく写真もない、動画もな

いという計画を出している学校は今のところは見当たらないので、何らかの

工夫を図っているという状況にあります。 

 

保護者への連絡は主に担任の先生が電話をかけてみたりとか、郵送で書類

やお便りを出したりとかですかね。ホームページもいろいろ見せてもらった

のですが、学校によって、まちまちの状況でした。 

 

学校によって、マチコミメールなどを使ってる学校もあるのですが、これ

は全国で使われているフリーのものなので、国全体で緊急措置が出た時には、

全国でアクセスが殺到して、パンクするような状況も見られましたし、文字

を打ち込んだものは配信できるのですが、写真のようなデータやPDFファイル

は添付出来ないというマイナス面があります。メールなどでホームページを

ご覧くださいということで啓発しておいて、ホームページから見ていただく

といった学校が多いかなと思っています。 

それから、これも昨日、卒業式と一緒に通知があった対応で、個別の対応

という話が出てきました。学習面ですとか、生活面で困ったことがある、悩

みがあるというような、担任の先生などに話をしたいという場合は、保護者

からのそのような要望があれば、校内での指導、面談とか、必要に応じて家

庭訪問、当初は家庭訪問は控えるという話だったと思いますが、個別に対応

できるようにしようということで通知が来ていまして、今日、おそらく学校

に周知しているかなと思いますので、そのあたりきめ細かに対応していこう
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荒井委員 

 

 

 

学校指導課長 

 

 

 

橋場委員 

 

学校教育課長 

 

荒井委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

荒井委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

という取組を進めております。 

 

学校の電話回線は限られていると思いますが、問い合わせなどで先生が回

線を使っていたら、なかなか電話が繋がらないのではないかと思いますが、

そういうところはうまくやっているのですか。 

 

問い合わせの電話は、どれくらいかは聞いていませんが、確実に入ってい

ます。電話が繋がらないという話は聞いていないですが、結構な本数が入っ

ています。 

 

電話は、今も時間外になったら、留守電になるのですか。 

 

留守電になっていますが、教育委員会には電話は入っていません。 

 

低学年はどんな感じですか。学童クラブは閉めているのですよね。 

 

今日から開始しています。基本的にはどうしても預かる必要がある人につ

いては預かっています。やはり集まれば、学校に行ってなくても、感染リス

クが高まってしまうので、こども福祉部としては、どうしても預かって欲し

いという方だけ預かりますというスタンスで案内をしています。 

 

それは、普段、学童クラブに通っていない子でも受け入れているのですか。 

 

受け入れてないです。登録されている人だけです。 

ただ、登録を新たにしたいという相談も今のところは来ていないというの

は、昨日の段階ですが、確認しています。 

 

基本、学童クラブは働いているお母さんが対象で、就労証明を必ずもらう

ことになっています。市では、ほかのまちと違って、ランドセル来館と言っ

て、さらに条件を広げて、パートの人たちも利用できる制度を実施していま

すので、基本的にその方々が利用できることになります。 

今日の状態も聞きましたが、感染を防ぐために、一定の距離を取るための

線を引いたりして、やりくりをしているという状態で、利用される方には、

極力ご協力くださいという感じでお願いをしているようです。 

そうすると、働いていないお母さんたちは、元々預けるということが基本

的には無いので、報道されているような仕事を休まなければいけないなどと

いうお母さんたちは、千歳市にはそういった施設があるので、稀な例はある

かもしれませんが、基本的にはあまり発生していないのかなと思っています。 
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荒井委員 

 

教育部長 

 

吉村委員 

 

 

 

教育部長 

 

荒井委員 

 

 

教育長 

青少年課は、ゲームセンターなどを巡回しているのですか。 

 

巡回しています。高校生はいますが、中学生はあまりいないようです。 

 

主婦の方から、学校を休みにしているのに、スーパーとかに子どもを連れ

た親が来ているのが目に付く、気になるという声は聞こえてきています。家

に置いておけないからだと思うのですけど。 

 

家に子どもたちだけを置いて行けないという事情もあると思います。 

 

今のところ、小学生や中学生で感染したという事実はもちろんないですよ

ね。特に報道もされていないですけれど。 

 

小中学生の感染報告は無いです。 

今のところは、そういう状況ですが、状況が大きく変わりましたら情報提

供させていただきますけれども、少し前後することもあると思いますが、ご

了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、報告第１号については、報告済みとしてよろしいですか。 

（一同了承） 

それでは、報告済みといたします。 

これをもちまして、本日の教育委員会会議を終了します。 

（閉会） 

 


